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平素より、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

広島信用金庫では、手形・小切手の発行受付終了に伴い、下記のとおり、当座勘定規定の改定ならびに

署名鑑印刷サービスの終了についてお知らせいたします。 

 

記 
 

１．当座勘定規定の改定 
 

（１）改定する規定 

   ・当座勘定規定（一般当座用） 

   ・当座勘定規定（個人当座用） 
 

（２）改定内容  

規定名 改定箇所 改定後 

当座勘定規定 

（一般当座用） 

第 ７条（手形・小切手の支払等） 

第 ８条（手形・小切手用紙） 

 

 

新旧対照表をご参照ください 当座勘定規定 

（個人当座用） 

第 ７条（手形・小切手の支払等） 

第 ８条（手形・小切手用紙） 

第 25条（解約） 
 

 （３）適用開始日 

    2026年 4月 1日（水） 

 

２．署名鑑印刷サービスの終了 
 

（１）サービス終了日 

   2026年 3月 31日（火） 

   ※サービス終了に伴うお客さまのお手続きは不要です。 

 

以 上 

 



当座勘定規定（一般当座用） 新旧対照表  

 

（下線部が変更箇所）  

変更前 変更後 

7.（手形・小切手の支払等） 

（1）小切手が支払のために呈示された場合、または

手形が呈示期間内に支払のため呈示された場

合には、当座勘定から支払います。 

（2）前項の支払にあたっては、手形または小切手の

振出しの事実の有無等を確認すること（その旨

について書面の交付を求めることを含みます）

があります。 

（3）当座勘定の払戻しの場合には、小切手または当

金庫所定の払戻請求書を使用してください。 

 

 

 

（4）前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合は、

届出の印章により記名押印のうえ、当座勘定入

金帳とともに、提出してください。また、払戻

しに際して、当金庫所定の本人確認書類の提示

等を求めることがあります。求められた本人確

認書類の提示等がない場合には、取引を行うこ

とはできません。 

7.（手形・小切手の支払等） 

（1）小切手が支払のために呈示された場合、または

手形が呈示期間内に支払のため呈示された場

合には、当座勘定から支払います。 

（2）前項の支払にあたっては、手形または小切手の

振出しの事実の有無等を確認すること（その旨

について書面の交付を求めることを含みます）

があります。 

（3）当座勘定の払戻しは、次のいずれかの方法で 

  行ってください。 

  Ａ.届出または登録の印章により、当金庫所定 

の払戻請求書に記名押印して提出する方法。 

  Ｂ.小切手を使用する方法。 

（4）前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合に 

は、届出の印章により記名押印のうえ、当座勘 

定入金帳とともに、提出してください。また、 

当該当座勘定の払戻しを受けることについて 

正当な権限を有することを確認するための本 

人確認等の手続きを求めることがあります。 

この場合、当金庫が必要と認めるときは、この 

確認ができるまでは払戻しを行わないことが 

あります。 

8.（手形、小切手用紙） 

（1）当金庫を支払人とする小切手または当店を支

払場所とする約束手形を振出す場合には、当金

庫が交付した用紙を使用してください。 

（2）当店を支払場所とする為替手形を引受ける場

合には、預金業務を営む金融機関の交付した手

形用紙であることを確認してください。 

（3）前 2 項以外の手形または小切手については当

金庫はその支払いをしません。 

（4）当座勘定から支払をした手形または小切手の

うちに、本人が振出したものではないものや 

改ざんが疑われるものがあった場合には、直ち

に当金庫宛に連絡してください。 

（5）手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には

必要と認められる枚数を実費で交付します。 

（6）当座勘定から支払をした手形または小切手の

用紙は、その支払日から 3ヵ月を経過した場合

は返却を求めることができないものとします。 

（7）前項の期間を経過した場合において、本人から

請求があったときは、当金庫所定の手続きによ

って当該手形または小切手の写しを交付しま

す。ただし、当金庫が定める写しの保管期限を

経過した場合は、その限りではありません。 

8.（手形、小切手用紙） 

（1）当金庫を支払人とする小切手または当店を支

払場所とする約束手形を振出す場合には、当金

庫が交付した用紙を使用してください。 

（2）当店を支払場所とする為替手形を引受ける場

合には、預金業務を営む金融機関の交付した手

形用紙であることを確認してください。 

（3）前 2 項以外の手形または小切手については当

金庫はその支払いをしません。 

（4）当座勘定から支払をした手形または小切手の

うちに、本人が振出したものではないものや 

改ざんが疑われるものがあった場合には、直ち

に当金庫宛に連絡してください。 

（5）払戻請求書の交付請求があった場合には必要

と認められる枚数を交付します。 

（6）当座勘定から支払をした手形または小切手の

用紙は、その支払日から 3 ヵ月を経過した場合

は返却を求めることができないものとします。 

（7）前項の期間を経過した場合において、本人から

請求があったときは、当金庫所定の手続きによ

って当該手形または小切手の写しを交付しま

す。ただし、当金庫が定める写しの保管期限を

経過した場合は、その限りではありません。 

 

 

 

 

 



当座勘定規定（個人当座用） 新旧対照表 
 
（下線部が変更箇所）  

変更前 変更後 

7.（手形、小切手の支払等） 

（1）小切手が支払のために呈示された場合、または

手形が呈示期間内に支払のため呈示された場

合には、当座勘定から支払います。なお、届出

の代理人が自己の名義で振出した小切手、約束

手形または引受けた為替手形についても、この

当座勘定から支払います。 

（2）前項の支払にあたっては、手形または小切手の

振出しの事実の有無等を確認すること（その旨

について書面の交付を求めることを含みます）

があります。 

（3）小切手または手形の支払の委託を取消す場合

には、振出しまたは引受け名義のいかんにかか

わらず、本人または代理人のいずれからでも届

出ることができるものとします。なお、届出は

書面によってください。 

（4）当座勘定の払戻しの場合には本人または代理

人が自己の名義で振出した小切手または当金

庫所定の払戻請求書を使用してください。 

 

 

（5）前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合は、

届出の印章により記名押印のうえ、当座勘定入

金帳とともに、提出してください。また、払戻

しに際して、当金庫所定の本人確認書類の提示

等を求めることがあります。求められた本人確

認書類の提示等がない場合には、取引を行うこ

とはできません。 

7.（手形、小切手の支払等） 

（1）小切手が支払のために呈示された場合、または

手形が呈示期間内に支払のため呈示された場

合には、当座勘定から支払います。なお、届出

の代理人が自己の名義で振出した小切手、約束

手形または引受けた為替手形についても、この

当座勘定から支払います。 

（2）前項の支払にあたっては、手形または小切手の

振出しの事実の有無等を確認すること（その旨

について書面の交付を求めることを含みます）

があります。 

（3）小切手または手形の支払の委託を取消す場合

には、振出しまたは引受け名義のいかんにかか

わらず、本人または代理人のいずれからでも届

出ることができるものとします。なお、届出は

書面によってください。 

（4）当座勘定の払戻しは、次のいずれかの方法で 

行ってください。 

  Ａ.本人または代理人が自己の名義で当金庫所 

定の払戻請求書に記名して提出する方法。 

  Ｂ.小切手を使用する方法。 

（5）前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合に 

は、届出の印章により記名押印のうえ、当座勘 

定入金帳とともに、提出してください。また、 

当該当座勘定の払戻しを受けることについて 

正当な権限を有することを確認するための本 

人確認等の手続きを求めることがあります。 

この場合、当金庫が必要と認めるときは、この 

確認ができるまでは払戻しを行わないことが 

あります。 

8.（手形、小切手用紙） 

（1）当金庫を支払人とする小切手を振出す場合に

は、当金庫が交付した用紙を使用してくださ

い。なお、当店を支払場所とする約束手形を振

出す場合も同様とします。 

（2）当店を支払場所とする為替手形を引受ける場

合には、預金業務を営む金融機関の交付した手

形用紙であることを確認してください。 

（3）前 2 項以外の小切手または手形については当

金庫はその支払をしません。 

（4）当座勘定から支払をした手形または小切手の

うちに、本人が振出したものではないものや改

ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに

当金庫宛に連絡してください。 

（5）小切手用紙、手形用紙の請求があった場合に

は、必要と認められる枚数を実費で交付しま

す。 

（6）当座勘定から支払をした手形または小切手の

用紙は、その支払日から 3ヵ月を経過した場合

は返却を求めることができないものとします。 

 

8.（手形、小切手用紙） 

（1）当金庫を支払人とする小切手または当店を支

払場所とする約束手形を振出す場合には、当金

庫が交付した用紙を使用してください。 

 

（2）当店を支払場所とする為替手形を引受ける場

合には、預金業務を営む金融機関の交付した手

形用紙であることを確認してください。 

（3）前 2 項以外の小切手または手形については当

金庫はその支払をしません。 

（4）当座勘定から支払をした手形または小切手の

うちに、本人が振出したものではないものや改

ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに

当金庫宛に連絡してください。 

（5）払戻請求書の交付請求があった場合には、必要

と認められる枚数を交付します。 

 

（6）当座勘定から支払をした手形または小切手の

用紙は、その支払日から 3 ヵ月を経過した場合

は返却を求めることができないものとします。 

 



（7）前項の期間を経過した場合において、本人から

請求があったときは、当金庫所定の手続きによ

って当該手形または小切手の写しを交付しま

す。ただし、当金庫が定める写しの保管期限を

経過した場合は、その限りではありません。 

（7）前項の期間を経過した場合において、本人から

請求があったときは、当金庫所定の手続きによ

って当該手形または小切手の写しを交付しま

す。ただし、当金庫が定める写しの保管期限を

経過した場合は、その限りではありません。 

25.（解約） 

（1）この取引は、本人の都合でいつでも解約するこ

とができます。ただし、当金庫に対する解約の

通知は本人の署名した書面によるものとしま

す。 

（2）当金庫は長期間にわたりこの当座勘定の受払

がない場合、または支払資金預入れの再三にわ

たる遅延、支払の停止その他相互の信頼関係が

失われた場合には、いつでもこの取引を解約す

ることができます。 

（3）前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当金

庫が取引を継続することが不適切である場合

には、当金庫はこの預金取引を停止し、または

解約の通知をすることによりこの当座勘定を

解約することができるものとします。なお、こ

の解約によって生じた損害については、当金庫

は責任を負いません。また、この解約により当

金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払

ってください。 

①当座勘定開設申込時にした表明・確約に関し 

て虚偽の申告をしたことが判明した場合 

②本人が、暴力団・暴力団員・暴力団員でなく 

なった時から５年を経過しない者、暴力団準 

構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運 

動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、 

その他これらに準ずる者（以下これらを「暴 

力団員等」という。）に該当し、または次のい 

ずれかに該当することが判明した場合 

Ａ．暴力団員等が経営を支配していると認め 

られる関係を有すること 

Ｂ．暴力団員等が経営に実質的に関与してい 

ると認められる関係を有すること 

Ｃ．自己、自社もしくは第三者の不正の利益 

を図る目的または第三者に損害を加え 

る目的をもってするなど、不当に暴力団 

員等を利用していると認められる関係 

を有すること 

Ｄ．暴力団員等に対して資金等を提供し、ま 

たは便宜を供与するなどの関与をして 

いると認められる関係を有すること 

Ｅ．役員または経営に実質的に関与している 

者が暴力団員等と社会的に非難される 

べき関係を有すること 

③本人が、自らまたは第三者を利用して次のい 

ずれか一にでも該当する行為をした場合 

Ａ．暴力的な要求行為 

Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、また 

は暴力を用いる行為 

25.（解約） 

（1）この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解

約することができます。ただし、当金庫に対す

る解約の通知は本人の署名した書面によるも

のとします。 

（2）当金庫は長期間にわたりこの当座勘定の受払

がない場合、または支払資金預入れの再三にわ

たる遅延、支払の停止その他相互の信頼関係が

失われた場合には、いつでもこの取引を解約す

ることができます。 

（3）前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当金

庫が取引を継続することが不適切である場合

には、当金庫はこの預金取引を停止し、または

解約の通知をすることによりこの当座勘定を

解約することができるものとします。なお、こ

の解約によって生じた損害については、当金庫

は責任を負いません。また、この解約により当

金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払

ってください。 

①当座勘定開設申込時にした表明・確約に関し 

て虚偽の申告をしたことが判明した場合 

②本人が、暴力団・暴力団員・暴力団員でなく 

なった時から５年を経過しない者、暴力団準 

構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運 

動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、 

その他これらに準ずる者（以下これらを「暴 

力団員等」という。）に該当し、または次のい 

ずれかに該当することが判明した場合 

Ａ．暴力団員等が経営を支配していると認め 

られる関係を有すること 

Ｂ．暴力団員等が経営に実質的に関与してい 

ると認められる関係を有すること 

Ｃ．自己、自社もしくは第三者の不正の利益 

を図る目的または第三者に損害を加え 

る目的をもってするなど、不当に暴力団 

員等を利用していると認められる関係 

を有すること 

Ｄ．暴力団員等に対して資金等を提供し、ま 

たは便宜を供与するなどの関与をして 

いると認められる関係を有すること 

Ｅ．役員または経営に実質的に関与している 

者が暴力団員等と社会的に非難される 

べき関係を有すること 

③本人が、自らまたは第三者を利用して次のい 

ずれか一にでも該当する行為をした場合 

Ａ．暴力的な要求行為 

Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、また 

は暴力を用いる行為 



Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を 

用いて当金庫の信用を毀損し、または当 

金庫の業務を妨害する行為 

Ｅ．その他本号ＡからＤに準ずる行為 

（4）当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発

信した場合に、その通知が延着しまたは到達し

なかったときは、通常到達すべき時に到達した

ものとみないます。 

（5）本人が手形交換所の取引停止処分を受けたた

めに、当金庫が解約する場合には、到達のいか

んにかかわらず、その通知を発信したときに解

約されたものとします。 

Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を 

用いて当金庫の信用を毀損し、または当 

金庫の業務を妨害する行為 

Ｅ．その他本号ＡからＤに準ずる行為 

（4）当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発

信した場合に、その通知が延着しまたは到達し

なかったときは、通常到達すべき時に到達した

ものとみないます。 

（5）本人が手形交換所の取引停止処分を受けたた

めに、当金庫が解約する場合には、到達のいか

んにかかわらず、その通知を発信したときに解

約されたものとします。 

 


